
【応募要領】
（１）応募資格
2026年4月1日現在において45歳以下の者で次のいずれかに該当す

る者とします（但し、年齢については研究歴を考慮します。）。
①明治大学に在学する者又は卒業、修了した者
②明治大学に在籍する教員（兼任講師含む）
③明治大学法務研究科教員（兼担教員含む）の推薦のある者

（２）応募の条件
①応募論文は、日本語で未発表かつ単著の学術論文でなけれ
ばなりません。

②応募者は、審査結果が公表されるまでの間、本懸賞論文に
応募したものと実質的に同一のものと推定される論文を他
の雑誌や懸賞論文等に応募してはなりません。

③応募者は、応募論文の提出により、この募集要項の内容に
同意したものとみなします。

④応募論文（データ含む）は返却しません。

（３）執筆方法
応募論文はワープロソフトで作成されたものに限ります。なお、

ワープロソフトは、Word（Microsoft）とします。

（４）字数・書式等
①応募論文には、目次・引用参照文献一覧をつけてください。
②応募論文は横組とし、年号・日付・数字等の表記は横組を
前提としたものとします。

③応募論文の総字数は、目次及び脚注及び引用参照文献一覧
を含め2万字程度（加減1割を認める）にしてください。

④図及び表は1枚あたり原則として10行分（400字相当）と換
算ください。

（５）提出方法及び提出先
応募用紙（Ａ４）・応募論文（Ａ４）各１部を下記提出先に提出

してください。
加えて、上記提出物をデータで下記宛にメール添付で提出してく

ださい。

【賞格・賞品】
＜一般の部＞
・最優秀賞（1編）
受賞証書・研究奨励金30万円

・優秀賞（若干編）
受賞証書・研究奨励金10万円

・努力賞（若干編）
受賞証書

＜学部生の部＞
・最優秀賞（1編）
受賞証書・研究奨励金15万円

・優秀賞（若干編）
受賞証書・研究奨励金5万円

・努力賞（若干編）
受賞証書

【審 査】
①応募論文は内容面・形式面の両面から総合的
に審査します。

②審査の詳細については公表せず、審査結果に
対する異議については一切応じません。

【運営委員】(50音順)
淺見 節子
（法務研究科客員教授）
奥田 進一
（法学部兼任講師）
菊地 一樹
（法務研究科専任准教授）
熊谷 健一
（グローバル・ビジネス研究科専任教授）
小西 知世
（法学部専任教授）
志水 深雪
（法務研究科専任教授）
鈴木 利廣
（法務研究科元専任教授、名誉教授）
清野 幾久子
（法務研究科元専任教授、名誉教授）
髙倉 成男
（法務研究科元専任教授、名誉教授）
辻村 みよ子
（法務研究科元専任教授、東北大学名誉教授）
手塚 明
（法務研究科長、法務研究科専任教授）
中山 幸二
（法務研究科専任教授）
野川 忍
（法務研究科元専任教授、名誉教授）
柳 憲一郎
（法学部元専任教授、名誉教授）

２０２６年１１月２７日（金）〆切
（郵送の場合は当日必着のこと）

◇最優秀賞受賞論文（一般の部）は「明治大学法科大
院論集」に掲載されます

明治大学専門職大学院法務研究科
専門法曹養成機関 学術奨励賞

「知財法、医事法、環境法、ジェンダー法」に関する
論文を募集します！

【本件に関するお問い合わせ先／提出先】

〒101−8301 東京都千代田区神田駿河台1−１

明治大学教務事務部専門職大学院事務室（法務研究科）
電話：03‐3296‐4318
E-mail：laws@mics.meiji.ac.jp

事務取扱時間（変更する場合があります）
平日9:00～18:00 土曜日9:00～12:30

【目的・趣旨】
明治大学専門職大学院法務研究科（法科大学院）は、高度専門職業人養成のための研究教育機関として、社

会の発展に寄与する若手専門法曹を養成するとともに、学問・研究の活性化及び環境の向上をはかることを目
的として学術奨励賞を設け、論文を募集します。

mailto:laws@mics.meiji.ac.jp

